
MA2009－6 
 

 

 

 

 

 

船 舶 事 故 調 査 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年６月２６日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



  （東京事案） 

  １ 漁船日光丸沈没 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  ２ 漁船直信丸乗組員死亡 

  ３ 漁業取締船鷹山漁船第五十一亀宝丸衝突 

   仙台事務所 

  ４ 遊漁船もと丸乗客負傷 

   横浜事務所 

  ５ 貨物船第十一エーコープ漁船２３協栄丸衝突（漁具） 

  ６ モーターボートわかしお水上オートバイスカラベⅣ同乗者負傷 

   神戸事務所 

  ７ 瀬渡船川久丸遊泳者死亡 

  ８ 漁船第３幸伸丸乗揚 

  ９ 貨物船悠勢丸貨物船第八昭和丸衝突 

  10 貨物船清和丸乗組員負傷 

  11 モーターボートイーグル２衝突（防波堤） 
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  13 漁船大黒丸漁船松丸衝突 

  14 水上オートバイＭＲ.ジョー水上オートバイＧＰ１３００Ｒ衝突 

  15 漁船第一力丸モーターボートＬＩＢＥＲＯ衝突 
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   門司事務所 
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  19 漁船第二共進丸浸水 

  20 漁船二重丸漁船清宝丸衝突 

   長崎事務所 

  21 遊覧船恵丸乗客負傷 

   那覇事務所 

  22 瀬渡船ＫＡＺＵ乗揚 

  23 モーターボートマルマツ漁船菊丸衝突 

  24 ダイビング船トロピコダイビング客負傷 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおり

とする。

① 断定できる場合

・・・「認められる」

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③ 可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④ 可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」

・・・「可能性があると考えられる」
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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 漁船 第三十三昌徳丸 

   漁船登録番号 ＫＧ２－３８５１ 

   総 ト ン 数 １９トン
 

 

   事 故 種 類 乗揚 

   発 生 日 時 平成２０年３月１４日 ００時３０分ごろ 

   発 生 場 所 鹿児島県種子島 

           喜志鹿埼灯台から真方位２４０°１.６海里付近 

           （概位 北緯３０°４９.４′ 東経１３１°０１.９′） 

 

 

                       平成２１年５月２８日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船第三十三昌
しょう

徳
とく

丸は、船長ほか２人が乗り組み、鹿児島県枕崎港を出港し、種子

島西方の漁場で魚群探索中、平成２０年３月１４日００時３０分ごろ同島北部西岸に

乗り揚げた。 

 同船には、バルバスバウに破口、ソナーパイプに曲損等が生じたが、死傷者はいな

かった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 
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運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を門司地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１０月１３日、平成２１年１月２７、２８日、２月９日、４月２日 

 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第三十三昌徳丸（以下「本船」という。）の船長及

び昌徳丸船団の漁労長の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船は、鹿児島県肝付
きもつき

町内之浦港を基地とする、中型まき網漁に従事する昌徳丸船

団に所属する運搬船で、操業形態は、網船、灯船（２隻）及び本船で船団を構成して、

種子島、屋久島、宇治群島などの周辺海域において、旧暦の毎月１８日から翌月の 

１２日まで出漁し、昼間は錨泊して夜間に操業するもので、旧暦の毎月１３～１７日

の間は基地に戻って休漁としていた。 

 本船は、平成２０年２月２４日、網船、灯船とともにさば漁のために内之浦港を出

港し、前示海域で夜間操業を繰り返し、毎日漁獲物を枕崎港に運搬して水揚げするほ

か、魚群探索（以下「探索」という。）にも従事していた。 

 本船は、３月１３日、枕崎港で水揚げをして機関点検、氷積込み及び補油作業を 

行った後、１４時００分ごろ同港を出港し、種子島西方の漁場に向かった。 

 船長は、出港時の操船を行い、１４時半ごろから甲板員に航海当直（以下「当直」

という。）を行わせ、操舵室後部の寝台で仮眠をとり、１６時半ごろ単独で当直に立っ

て灯船２隻が探索を行っている漁場に近づき、１７時半ころから探索を開始した。 

 探索は、網船から２～３海里（Ｍ）内の海域で、網船にいる漁労長の漁業無線によ

る指示で行うもので、船長は、馬毛
ま げ

島の西方を南北に探索したのち、同島北部西岸に

向かって探索を続け、当夜一回も網船が集魚しなかったことから、集魚中にとれる仮

眠がとれないまま計器を監視する探索を長時間行うことになった。 
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 船長は、後方の灯船２隻とともに探索を続け、喜志鹿
き し か

埼灯台から約２６２°（真方

位、以下同じ。）約９.６Ｍの地点において、種子島北部西岸に向けて、自動操舵で針

路を約０９０°とし、機関を半速力にかけて約８.０ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で、折からの北東に向かう黒潮の影響を受けて進行した。 

 船長は、椅子に腰掛けてレーダー、ＧＰＳプロッター、ソナー、潮流計及び魚群探

知機の計５台の計器を監視し、種子島北部西岸が約１Ｍに接近してから左転すること

とし、翌日００時過ぎ、レーダーで陸岸が１Ｍになったので、レンジを６Ｍから３Ｍ

に切り替えた後、長時間に及ぶ探索による疲労の蓄積により眠気を催すようになり、

いつしか居眠りに陥った。 

 本船は、原針路、原速力のまま進行して、種子島北部西岸の海岸に乗り揚げた。 

 船長は、乗り揚げたところが砂浜だったこともあって衝撃を感じず、甲板員に起こ

されて乗り揚げたことに気付き、網船にいる漁労長に連絡した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年３月１４日００時３０分ごろで、発生場所は、喜

志鹿埼灯台から２４０°１.６Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷等に関する情報 

 船長の口述、漁船保険保険金支払請求書等によれば、バルバスバウに破口、ソナー

用振動子脱落及び同パイプの曲損等が生じたが、損傷模様を点検して自力航行可能で

あることを確認後、機関を後進にかけて離礁し、操業を打ち切った船団とともに内之

浦港に帰港して造船所で修理された。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ５５歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 昭和６３年１０月１３日 

      免許証交付日 平成２０年９月１８日 

             （平成２５年１０月１２日まで有効） 

  (2) 乗船履歴等 

    船長の口述によれば、約１３年間陸上で勤務後、昭和５９年船舶所有者の網
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船に機関部員として入社し、甲板員を経て平成３年から船長職を執るように 

なった。 

  (3) 健康状況 

船長の口述によれば、身体の状態は良好であったが、探索中は乱視のため眼

鏡を使用して計器を監視していた。 

  (4) 船長の睡眠状況 

船長の口述によれば、操舵室後部にある寝台で、通常、枕崎港出港３０分後

位から甲板員に当直を行わせて２～３時間の睡眠をとり、その後単独で当直 

及び探索を行い、網船が集魚中には錨泊して２～３時間の睡眠をとっていた。 

０７時からの枕崎港での水揚げには、漁場から発進後約２時間自ら当直に立ち、

その後同港約３Ｍ手前まで甲板員に当直を行わせて２～３時間睡眠をとって

いた。 

船長は、平成１７年１０月、本船で枕崎港へ水揚げのために航行中、同港近

くで居眠りによる乗揚事故を起こした。 

  (5) 甲板員の就労状況 

船長及び漁労長の口述によれば、甲板員は、水揚げ港と漁場の往復にそれぞ

れ２～３時間当直を行い、網船からの漁獲物の積み込み時に作業するが、探索

中は休んでいた。船長は、甲板員から当直を交替する旨の申し出があって交替

したことはあるが、自分から交替したことはなかった。また、甲板員の１人は、

一級小型船舶操縦士の免許証を有していた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  漁船登録番号  ＫＧ２－３８５１ 

  主たる根拠地  鹿児島県肝付町 

  船舶所有者  有限会社昌徳丸 

  総 ト ン 数  １９トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ２３.９０ｍ×４.２６ｍ×１.６８ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ７３６ｋＷ（連続 大） 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日  平成４年７月１７日 
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2.5.2 積載状態 

  船長の口述によれば、枕崎出港時に氷２８トンを積載して、喫水は、船首１.０ｍ、

船尾２.０ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  船長の口述によれば、本船は、自動操舵装置、レーダー２台、ＧＰＳプロッター、

ソナー、潮流計、魚群探知機などを装備しており、船体及び機器類には不具合又は

故障はなかった。レーダーは、当時、１台を使用していた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

事故現場の南西約６Ｍに位置する種子島特別地域気象観測所による事故時間帯に

おける観測値、海上保安庁刊行の潮汐表及び海洋速報図によれば、次のとおりで 

あった。 

００時００分 天気 曇り、気温 １７.３℃、風向 南東、風速 ５.１m/s、

視程１６.９km 

０１時００分 天気 曇り、気温 １７.６℃ 風向 南東、風速 ４.５m/s、

視程１６.３km 

潮汐及び潮流 高潮時で、約１.０kn の北東流があった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、視界は良好で、約１kn の黒潮が北東に流れていた。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 本船が操業していた大隅海峡と種子島海峡の間の水域は、サバ、トビウオ等の好漁

場で、険礁もなく航行には支障ないところである。 

 

２.８ 安全管理に関する情報 

 漁労長の口述によれば、操縦免許証を有する甲板員は、灯船と運搬船の経験があり、

探索を交替できるので、船長に我慢せずに同人と交替するように指示していた。 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 ２.１から、本船が漁場で探索を開始してから事故発生場所に至るまでの経路は、馬

毛島の西方を南北に探索した後、種子島北部西岸に向かって探索を続け、喜志鹿埼灯

台から２６２°９.６Ｍ付近から事故発生場所を結ぶ約０８６°の針路線付近を 

約８.０kn のまま航行して乗り揚げたものと考えられ、事故発生時刻は００時３０分

ごろ、事故発生場所は喜志鹿埼灯台から２４０°１.６Ｍ付近と考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員・船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶の状況 

     2.5.3 から、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

 

 3.2.2 操船の状況 

  ２.１から船長は、操舵室のいすに座って自動操舵として計器を監視して探索に長

時間当たり、種子島北部西岸が約１Ｍに接近してから左転することとしていたが、

レーダーで陸岸が１Ｍとなり、レンジを６Ｍから３Ｍに切り替えた後に居眠りに陥

り、乗り揚げるまで眠り込んでいたものと考えられる。 

 

 3.2.3 船長の就労状況 

  ２.１及び２.４(4)から、船長の操業中の睡眠時間は、漁場と水揚げ港との往復の

航海中にそれぞれ２～３時間、網船の集魚中には錨泊して２～３時間仮眠をとるこ

とができた。しかし、本事故当時、網船が集魚を行っていなかったことから、船長

は計器を監視する探索を長時間行うことになり、仮眠がとれずに疲労が蓄積して居

眠りに陥りやすい状況にあったと考えられる。 

 

 3.2.4 気象・海象 

  ２.６から、事故当時の気象は、天候曇り、気温１７.５℃、南東の風、風力３、

海上は平穏、視界良好で、高潮時にあたり、海潮流は北東に流れていて、航行には

支障はなかったと考えられる。 
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 3.2.5 事故発生に関する解析 

   (1) ２.１及び 3.2.2 から、本船が、種子島北部西岸に向けて探索中、単独で操

船中の船長が、居眠りしたことから、左転予定地点を過ぎても左転すること

なく、原針路のまま航行したため乗り揚げたものと考えられる。 

   (2) ２.１、２.４(4)及び 3.2.3 から、船長が居眠りしたのは、通常なら網船の

集魚中にとれる仮眠がとれずに、計器を監視する探索を長時間行って疲労が

蓄積したことによるものと考えられる。 

   (3) ２.４(4)、２.４(5)、２.８及び 3.2.3 から、甲板員は網船の集魚がなかっ

たから、漁獲物の積み込み作業がなくて仮眠中であったので、船長が、甲板

員と探索を交替することによって事故が回避された可能性があると考えられ

る。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、鹿児島県種子島西方において、単独で当直し、探索に従事してい

た船長が居眠りに陥ったため、左転予定地点を航過して原針路のまま航行を続け、同

島北部西岸に乗り揚げたことによるものと考えられる。 

 船長が居眠りに陥ったのは、通常なら網船の集魚中にとれるはずの仮眠がとれずに、

計器を監視する探索を長時間行って疲労が蓄積したことによるものと考えられる。 

 甲板員は網船の集魚がなく、漁獲物の積み込み作業もなくて休息中であったので、

船長が甲板員と探索を交替することによって事故が回避された可能性があると考えら

れる。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




